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　　　　現　場　説　明　書　（建築・設備工事編）

6．工事用資機材等の搬送に関する関連法の遵守等

　道路交通法及び関係法令に抵触する搬送車両並びに交通安全の配慮に欠ける業者は排除すること。

　また、電波法により、不法無線局を設置した車両を工事現場に出入りさせないこと。

7．工事実績情報の登録 

　請負金額が500万円以上の工事については、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報（CORINS）の登録をすること。

　請負者は、佐賀県建設工事請負契約約款第7条の2第1項に規定する下請契約を締結しようとした場合は、一部下請負申請書を監督員に提出し、その承諾を得ること。なお、

下請業者が県外業者となる場合は「県内優先不実施の理由書」「下請負辞退書」等を同時に提出すること。

　請負者は、佐賀県建設工事請負契約約款第7条の2第3項に規定する工事に係る技術者等の配置を決定した場合は、技術者等名簿届出書を監督員に提出すること。なお、配

置する技術者等が県外居住者となる場合は、理由書を監督員に提出すること。

5．下請負人、資材調達先及び技術者の申請等

業者が県外業者となる場合は、理由書を監督員に提出すること。

　請負者は、佐賀県建設工事請負契約約款第7条の2第2項に規定する工事材料に係る納入業者を選定した場合は、工事資材使用届出書を監督員に提出すること。なお、納入

8. 産業廃棄物税の取扱いについて

　本工事により発生する建設廃棄物のうち、九州各県の焼却施設及び最終処分場へ搬入するものについては、産業廃棄物税が課税されるため、適正に事務処理を行うこと。

なお、熊本県及び北九州市へ搬入するものについては、課税対象施設が異なるため、監督員と協議すること。

9. 建築物の解体等の作業における石綿対策について

・建築物その他の工作物の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事については、大気汚染防止法に従い、石綿飛散防止対策を適切に行うこと。

・建築物その他の工作物の解体、改造又は補修作業を行うに当たっては、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に従い、石綿暴露防止対策を適正に行うこと。

（Ａ）工事概要及び一般事項

④工事内容　　　（別添　特記仕様書及び設計図面による）

⑤別途予定の関連工事

1．工事概要

③工　　期　　　契　約　日　か　ら　　９０　日　間

①工事名称　　　採尿所屋上防水改修工事

②施工場所　　　佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256番228　佐賀競馬場内

2．設計図書の優先順位

　設計図書は相互に補完するものとし、相互に相違がある場合の優先順位は次のとおりとする。

　　①質疑回答書　　②現場説明書　　③特記仕様書　　④設計図面　　⑤標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

3．工事着手前・完成時の提出図書

①工事請負契約後、監督員の指示により設計図面の製本を提出すること。　　　

「②その他、「完成図書作成・提出要領（建築住宅課）により監督員の指示に従って発注者へ提出すること。

4．契約事務上の注意事項

①工事請負契約書は佐賀県建設工事請負契約約款を使用することとし、その他の契約事務については佐賀県財務規則による。

②不慮の事故に備えて火災保険等に加入すること。なお、契約額は工事規模・請負契約額に相応する内容とし、原則として工事完成期日後14日間の予備期間を設けること。

③「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険

（Ｂ）　現場及び技術に関する説明事項　　　

　設計図面に明記された仮設については、指定仮設として実施すること。なお、現場状況及び施工方法により変更が必要な場合は監督員との協議により実施すること。

　建物の配置については設計図書に基づいて縄張りを行い、監督員と最終確認を行うこと。

　既存施設内で増築・改修工事をする場合は、仮設計画書及び施工計画書等を作成し施工上必要な「工事用地等」について施設管理者と協議すること。また、既存の設備、

地下埋設物については充分な予備調査を行って施工すること。

　工事の着手に当たっては、他の関連工事業者と調整の上、受電時期や試運転調整期間等を見込んだ実施工程表を作成し監督員に提出すること。また、工事期間中はこの工

程表に従い工事の円滑な進捗に努めること。

施工体制台帳及び施工体系図については、下請契約の請負代金額に関わらず、次のとおりとする。

　・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の定めに従って、別に定める国土交通省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えると

　　ともに、所定の様式（建築工事監理指針等を参照）により監督員に提出しなければならない。

　・各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

　・請負者は施工体系図を所定の様式（建築工事監理指針等を参照）により監督員に提出しなければならない。

　※施工体制台帳及び施工体系図等の詳細は、「土木工事施工管理の手引き（佐賀県）」を参照すること。

1．指定仮設　

2．工事着工前の確認　　　

3．工程管理

4．施工体制台帳

　施工中の安全確保及び環境保全並びに災害・公害の防止については「建築・電気・機械各標準仕様書」によるほか、次の指針・要綱によること。　

　　・建設工事公衆災害防止対策要綱（平成5年1月12日、建設省経建発第1号）

　　・建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正、国官総第122号、国総事第21号、国総建第137号）

　労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」による墜落制止用器具（フルハーネス型墜落制止用器具、腰ベルト

型制止用器具及びランヤード等）とする。（令和４年１月１日まで経過措置あり）

　この工事については、監督員業務の一部を第三者（設計者等）に委託する場合がある。

　労働安全衛生法第30条第2項に基づく特定元方事業者として、この敷地内の建設工事等における契約額が最大の建築工事の請負業者を指定する。

　前払金保証約款第7条の2「工期を変更する場合等における措置」の保証会社への通知は、請負者で行うこと。

　　・建築工事安全施工技術指針（平成27年1月20日改正、国営整第216号）

　事件・事故発生時には直ちに監督員に連絡すること。

5．施工中の安全確保及び環境保全等

6．墜落制止用器具の着用について

8．工事監理者

9．特定元方事業者

10．工期変更等の場合の前金保証会社への通知

　（Ｃ）指導事項
1．建設工事の適正な施工の確保について

　本工事の施工に当たっては、適正かつ円滑な施工を確保するために「建設業法」や「建設産業における生産システム合理化指針」等に基づく建設関連指導事項を遵守し、

適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努め、建設関連法等に抵触する行為は行わないこと。

該工事に係る就労予定日数を把握し、必要枚数を購入後、「発注者用掛金収納書」を発注者へ提出すること。

　また、建設業退職金共済制度に係る共済証紙の購入については、共済制度の対象となる労働者（対象工事の請負業者の下請業者が当該労働者を使用する場合を含む）の当

2．労働福祉の改善等について

　建設労働者の福祉の向上を図り、建設需要に対する労働者を確保し建設業の健全な発展を図るため、労働者災害補償保険制度、建設業退職金共済制度及び労働災害補償共

済制度等に関して、土木工事等共通仕様書（佐賀県）第1章第48節の規定を遵守すること。

　公共事業労務費調査、共通仮設費の実績調査等の対象工事となった場合は、必要な協力を行うこと。

3．各種調査への協力依頼

　下請業者、資材調達及び工事に係る技術者等の選定については、「佐賀県建設工事請負契約約款第7条の2」によること。

　また、工事に使用する資材については、地場産業の活性化を図るため県内で産出、生産又は製造されたものを積極的に使用するよう努めること。

4．下請負人等の選定

・その他関係法令（建設リサイクル法及び廃棄物処理法等）を遵守すること。

10. 環境への負荷の少ない物品等の使用について

　「佐賀県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」による特定調達物品等を使用する場合は、その方針における当該物品に係る「判断の基準」を満たすものを使用する

こと。なお、その「判断の基準」に対応することができない場合は、監督員と協議すること。

11. 木質系材料に係る合法性及び持続可能性の証明

　木質系材料を使用する場合は、その原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行うこと。なお、その確認を行

う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠して行うこと。

12. 建設副産物の取扱い

　建設副産物の取扱いについては、「建設副産物適正処理推進要綱」によることを原則とするほか、「建設副産物の取扱い方針（佐賀県）」に従い、適切に処理すること。

13.ゴム製品等の品質確認等

　なお、第三者による品質証明書類を提出し、監督員の確認を得た場合であっても、のちに製品の不良等が判明した場合に請負者の契約不適合責任が免責されるものではない。

を得るものとする。

　請負者は、東洋ゴム化工品（株）、ニッタ化工品（株）で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して

請負者が指定した第三者（東洋ゴム化工品（株）、ニッタ化工品（株）と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認

○本工事は、「完成施設事後調査実施要領（建築住宅課）」に基づき、各施設管理者及び設計（監理）委託業者の立会いのうえで完成施設事後調査を実施すること。

　（Ｄ）その他特記事項
○本工事は、「建築・設備工事検査取扱い要領（佐賀県）」に定める中間検査の工程に達した時、適宜中間検査を実施出来る。実施工程時期については、別途監督員の指示による。

　　第一次調査：施設管理者が引き渡しを受けた日から1年（設備機器本体等の契約不適合責任期間1年間を含む）が経過する概ね1ヶ月の時期

　　第二次調査：施設管理者が引き渡しを受けた日から2年（全ての工事の契約不適合責任期間）が経過する前、概ね1ヶ月の時期

○騒音や粉塵等が発生する工事については、事前に施設管理者と十分協議すること。

　なお、交通誘導員を配置しない工事にあっては同敷地内の交通誘導員の指示に従うこと。

○敷地内外における工事用及び作業員の車輌の通行については、交通安全に十分配慮し、必要に応じて交通誘導員を配置すること。

○解体・撤去時の養生に十分注意すること。また、構築物や通路（道路）等を損傷・汚染させた場合は、施工者の責任において速やかに原形に復すること。

○本工事は、「工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」によるワンデーレスポンス実施対象工事である。

○地下埋設物・架空線等上空施設の近接作業を行う場合には、「地下埋設物・架空線等上空施設の事故防止マニュアル」（佐賀県）に従い、慎重に行うこと。

　判断の協議を行う場として開催する「設計変更会議」の設置対象工事である。

　なお、「設計変更会議」への参加については、「設計変更会議実施要領」による。

○本工事は、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化を目的として、発注者と施工者が一堂に会して、設計変更の妥当性及び設計変更等に伴う工事中止等の

○舗装の切断作業時に発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、回収された排水については産業廃棄物（汚泥）として適正に処理すること。

　なお、廃掃法に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分、性状等）を処理業者に

　提供することが必要である。

○本工事は原則、佐賀競馬開催日及び競走馬調教練習時(午前10時前後)及び発走調教・能力検査実施期間中(不定期)は作業禁止とする。

やむを得ず作業を実施する場合は事前に監督員と協議すること。

④工事が複数年度に亘る場合は、各年度の請負代金の支払い限度額及び施工責任額は、契約書作成の日までに通知する。

　（法定外の労災保険）に加入すること。

　請負者は、使用人等（下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む）の適正な労働条件を確保し、適時、使用人等への指導及び教育を行うと

ともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督すること。また、使用人等の管理に当たっては、作業員名簿を作成・保管することとし、監督員の請求があった場合は、

提示すること。

7．使用人等の管理

　公共事業労務費調査、共通仮設費の実績調査等の対象工事となった場合は、必要な協力を行うこと。

○本工事は、建設現場における「快適トイレ」の設置試行対象工事である。快適トイレは「建設現場における「快適トイレ」設置試行要領」により、受注者の希望で設置すること。

○受注者は、情報共有システム（ASP方式）を利用する場合、監督員に使用するシステム、パスワードなどシステム使用に必要な情報を打合せ簿で提出する。

　なお、利用に当たっては、「情報共有システム運用ガイドライン」に基づき行う。
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10. 技能士

特記仕様書（建築改修）その１

1．工事場所

2．敷地面積

3．地域地区 都市計画区域　（　・内　　・外　）　　準都市計画区域　（　・内　　・外　）

用途地域等　（　　　　　　　　　　）　・指定なし　・市街化調整区域

　　　　　　（　・防火地域　　・準防火地域　　・法22条区域　　・指定なし　）

5．棟別概要

4．建物用途

6．工事種目

1. 共通仕様

(3)受注者は完了検査（中間検査を含む）には、特定行政庁（建築主事）が求める検査に必要な資料等（報告書等）を用意すること。

(2)本工事に電気設備、機械設備工事を含む場合の特記仕様書は別図による。

(1)項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、　 印の付いたものを適用する。

　　　印と　 印の付いた場合は、ともに適用する。

　　　印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

Ｇ

2. 特記仕様

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

・ｶﾞﾗｽくず、

　陶磁器くず

・繊維くず

・飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ

・非飛散性

・木くず

・廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

3. 品質計画

　　　　　　　　　　技能検定作業

仮設工事

鉄筋工事

コンクリート工事

防水工事

木工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

建具工事

塗装工事

内装工事

排水工事

植栽工事

とび

鉄筋施工

型枠施工

防水施工

建築大工

建築板金

内装仕上げ施工

左官

建具製作

ガラス施工

塗装

内装仕上げ施工

表装（表具）

表装（壁装）

畳製作

配管

造園

・とび作業

・鉄筋組立て作業

・型枠工事作業

・大工工事作業

・内外装板金作業

・鋼製下地工事作業　

・左官作業

・木製建具手加工作業　・木製建具機械加工作業

・ガラス工事作業

・建築塗装作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業　・ボード仕上げ工事作業

・表具作業

・壁装作業

・畳製作作業

・造園工事作業

・建築配管作業

11. 建設機械

　ディーゼルエンジン

1. 足場その他

外部足場

材料・撤去材等の運搬方法

　　　　　・A種　・B種　・C種　・D種　・E種

2. 既存部分の養生 既存部分の養生　　　　・行う　　　　・行わない

開口部の養生　　　　　・行う　　　　・行わない

　　養生方法　　　　　・合板張りによる　　・（　　　　）

　　　　　　　　　　　　設置範囲　　　※図示　・（　　　　）

植栽等の養生　　　　　※行わない　　・行う(図示)

　　　　　　　　　　　※移植等必要な場合は監督員と協議の上行い

3. 仮設間仕切り 仮設間仕切り等の種別

  　種別 　　　　　　　　　　　　　　　材質 　　　　　仕上げ

・A種

・B種

・C種

・仮設扉

・せっこうボード厚9.5両面張り　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ（　　）

・合板厚9両面張り　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ（　　）

・せっこうボード厚9.5片面張り　　　・合板厚9片面張り

※シート張り

・片面塗装

・片面塗装

・

・

－

・合板張木製扉　　　 　・　

　　面積規模（　　　　　）㎡程度

監督職員スペースと工事監理業務の職員スペースは間仕切壁等で仕切る

監督職員事務所の仕上げ

　　　部位等 　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

床

内壁、天井

屋根

合板張り又はビニル床シート貼り

合板又は石膏ボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り又は鉄板張り、調合ペイント塗り

4. 監督員事務所 [2.4.1]

施工計画書で工法を定める場合の風圧力の計算

　　基準風速( V0 )　　　　 (　　　　　 ) m/s

　　地表面粗度区分　　・Ⅰ　　　・Ⅱ　　　・Ⅲ　　・Ⅳ

　　　　・上記風圧力の1.3倍の風圧力に対する安全性を確保する

　　　　・上記風圧力の1.15倍の風圧力に対する安全性を確保する

適用工種　・ALCパネル(外壁)・押出成形ｾﾒﾝﾄ板(外壁)・外壁石張(乾式)

　　　　　・長尺金属板葺　 ・折板葺 ・アルミ笠木 ・ガラスブロック

　　　　　・シート防水(機械式) ･屋上緑化システム　・(　　　　　　　　　　　　)

4. 設備工事との取り合い 施工範囲　別表－１による

施工図等　設備機器の設置、取合い等が検討のできる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける

5. 材料の品質等

6. 環境への配慮

・設ける　　　※設けない

(3)特記事項に記載の[　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示し、（　）内表示番号は、標準仕様書の

   当該項目、当該図又は当該表を示す。

上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。

なお、処分場の決定に当たっては監督職員と協議をする

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。

　なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国交省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械に

  ついても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

　※排出ガス対策型建設機械とは、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された

    排出ガス対策型建設機械をいう。

　　　　　　　　　　　　　　　　機　　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備　　考

・バックホウ　・トラクタショベル（車輪式）　・ブルドーザ　

・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）　・油圧ユニット類

　以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、

独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの

・ロードローラ・タイヤローラ　・振動ローラ　・ホイールクレーン

・低騒音型建設機械の適用

　　建設機械名

※建設機械を使用しないときは、エンジンを停止するなど建設機械の稼働時間の抑制に努めること。

（エンジン出力7.5kW以上260

kW以下）を搭載した建設機械

を対象とする。

・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・合成ゴム系シート防水工事作業　・シーリング防水工事作業

・

※

　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　※利用できない

構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　※利用できない

指定仮設の範囲（種類・箇所・規格・数量を明示）

・仮囲い（図示による)

・

上記に該当しない仮設については、全て任意仮設とし、請負者の創意工夫により施工すること。

施工にあたっては、施工計画書に工法・数量を明示し、監督員に提出すること。

なお、任意仮設のため、仮設工法の変更に伴う数量変更や工期変更は行わない。

5. 工事用水

6. 工事用電力

7. 指定仮設等

・現場事務所内に監督職員閲覧スペースを設け、施工計画書等を備えること。（現場事務所）

・畳

採尿所屋上防水改修工事

   （平成31年版）」(以下、「改修標準仕様書」という )により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁

    営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という)による

　　　　　・外部足場を設置する　（種類：楔緊結型手摺先行工法　　　　）

　　　　　・防護シートを設置する

　　　　　・防音シートを設置する

　　養生方法　　　　　※ビニルシート、合板等による　・（　敷鉄板　）

　　　　　　　　　設置範囲　　　※図示　・（　　　　）

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所

既存家具・既存設備等の養生　　　※ビニルシート等による　・（　　　　）

 建　物　名　称　　構　造 　階　数
　延べ面積

　 （㎡） 　 （㎡）

　建築面積

 別表第１の区分

　 建築基準法
　　　　備　　考

 廃棄物の種類     施設名称                 所   在   地    搬出距離 　適用工事種類 　　 職　　種

・油圧ハンマ ・バイブロハンマ ・油圧式鋼管圧入引抜機 ・アースオーガ

・オールケーシング掘削機 ・リバースサーキュレーションドリル　

・アースドリル・地下連続壁施工機　・全回転型オールケーシング掘削機　

[2.3.1]

[2.3.1]

[2.2.1]

[2.3.1]

[2.3.2][表2.3.1]

(4)　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の特定調達品目を示す。

章 　　　項　目 　　　　　　　　特　　記　　事　　項

一
般
共
通
事
項

１ 1. 適用基準等

・発注者に引渡しを要するもの（・金属類　・PCB含有物　・　　　　　）

　　引渡し場所　　※構内　　・（　　　　　　）

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等

2. 発生材の処理

・ 施設におけるわかりやすいユニバーサルデザインのサイン（佐賀県県土づくり本部建築住宅課発行）

・ ユニバーサルデザイン施設整備基準（佐賀県福祉のまちづくり条例　施設整備マニュアル）

・コンクリート塊

　コンクリート塊

再資源化すべきもの

・アスファルト・　

　・本工事は、建設リサイクル法等の対象工事外であるが分別解体等及び特定建設資材の再資源化等につ

    いて適切な措置を行う

工 

程 

ご 

と 

の 

作 

業 

内 

容

　①　造成等

　②　基礎・基礎ぐい

　③　上部構造部分・外装

　④　屋根

　⑤　建築設備・内装等

　⑥　その他

　　（　　　　　　）

造成等の工事

　・有　　　・無

基礎・基礎ぐいの工事

上部構造部分・外装の工事

屋根の工事

建築設備・内装等の工事

その他の工事

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

　・有　　　・無

工程ごとの作業内容

　・本工事は特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定資材を使用する新築工事等

    であって、その規　　模が「建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律」（平成12年5月31日法第104

    号。以下「建設リサイクル法」という）施行令又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基

    準以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施

    について適切な措置を講ずる

　　工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督職員と

    協議する

・建設発生木材

・金属

※ 建築工事標準詳細図（平成28年版）

・ 公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成28年版）

・ 土木工事等共通仕様書（佐賀県県土整備部）

　　　　工　　程 　　　　　　　　　作　　業　　内　　容

    施設名称  廃棄物の種類                所   在   地    搬出距離

(5)関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認識した場合には、その対応について、

   監督職員と協議すること。

(6)形状寸法の単位は、特記無き限りミリメートルとする。

　　可能）による。

[1.3.12]

[1.2.2]

[1.4.2]同等以上の材料・機材等の使用

　　本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを使用する。

    ただし、製造業者が記載されている場合に同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の

材料・機材等の品質及び性能

　　本工事に於いて別表－2に示す材料を使用する場合の材料・機材等の製造業者等は次の(1)から(6)すべ

  ての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価された

  承諾を受ける。

  ことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける

　　　(1)品質及び性能に関する試験データを整備していること

　　　(2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること

　　　(3)安定的な供給が可能であること

　　　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること

　　　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　　　(6)販売、保守等の営業体制を整えていること

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次の通りとする

　規制対象外

　第三種品

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

アスベスト含有建材

　本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする

公共工事の配慮事項

[1.4.1]

　グリーン購入法（平成１２年法律第１００号）に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針におけ

  る公共工事の配慮事項に留意すること

　（基本方針一部抜粋）１９．公共工事の【配慮事項】資材の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、

  再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること

　　①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散

　　　建築材料以外の材料

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

[1.4.1]

本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の

1)から4)を満たすものとする

　　　1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

        その他の木質建　　　　　材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、

        仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計

        図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する

　　　2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する

　　　3)接着剤は可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない

        難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する

　　　4) 1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、アセ

        トアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする

　調査項目　　・防水改修　　・外壁改修　　・（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・軒裏改修）

　調査範囲　　・図示　　・（　屋上・軒裏　）

　調査方法　　・打診及び目視による　　・（　　　　）

　既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　　※図示

[1.5.2]

[1.5.3]

9. 施工調査

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による8. 特別な材料の工法

施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を

測定し、監督職員に報告すること測定はパッシブ型採取機器により行う

測定対象室及び測定箇所数は仕上表による

　注)測定バッジはホルムアルデヒド用と、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、　スチレン用の2種類

     を用いる

施工数量調査

7. 化学物質の濃度測定 [1.5.9]

　　　・杭打ち機　・バックホウ　　・トラクターショベル　　・ブルドーザー　　・振動ローラー

内部足場 ※脚立、足場板等　　　・(　　　　　　　)

[2.2.1]

[表2.2.2]

３

防
水
改
修
工
事

1. 共通事項 施工標識　※監督職員と表示内容を協議し、指示の位置に標識を取り付ける

　　取付方法等は、ルーフィング類製造所の仕様による

2. 降雨等に対する養生方法 ※改修標準仕様書3.1.3(e)(1)～(3)による。 ・ 

  （とい共）

[3.1.3]

改修用ドレン（P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI,P0X工法の場合）

3. 既存防水の処理 既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・設計書による　　　）

　　　　　　　　　・行わない

露出防水層表面の仕上げ塗装除去 　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ・行わない

4. 既存防水層の下地補修

5. アスファルト防水 屋根保護防水

　防水層の種別

　　種別 　施工箇所 　　断熱材　Ｇ 　　絶縁用シート 　立上り部の保護

・Ｐ２Ａ

・Ｐ１Ｂ

・Ｐ２ＡＩ

・Ｐ１ＢＩ

・Ｔ１ＢＩ

・Ａ－１

※Ａ－２

・Ａ－３

・Ｂ－１

※Ｂ－２

・Ｂ－３

・ＡＩ－１

※ＡＩ－２

・ＡＩ－３

・ＢＩ－１

※ＢＩ－２

・ＢＩ－３

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾙｨﾙﾑ

　厚さ0.15mm以上

・

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

　70g/㎡程度

・

・乾式 保護材

・ｺﾝｸﾘｰﾄ 押え

・れんが 押え

改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・　

部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

平場の保護コンクリートの厚さ

　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　

　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　

・乾式保護材

　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートクレーブ養生したもの。

　　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの。

（品質・性能・試験方法）

　建築材料等品質性能表による

屋根露出防水

　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による　・　

P0S工法及びP0SI工法（機械式固定方法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修

及び処置

   　※改修標準仕様書3.2.6(d)(3)(ⅶ)①～③による　・ 

　防水層の種別

 施工

 箇所 　 種類   使用量
 種別　　工法

・Ｍ４Ｃ

・Ｍ３Ｄ

・Ｐ０Ｄ

・C-1

※C-2

・C-3

・C-4

・D-1

※D-2

・D-3

・D-4

※JIS A 9521による押出法ﾎﾟﾘｽﾁ

ﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材3種bA(ｽｷﾝ層付)又は

ｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

・
3種b（ｽｷﾝあり）

JIS A 9511によるA種押出法ﾎﾟﾘ

（厚さ）・25mm　・　

（材質）

・

・製造所の

 指定による

・

・製造所の

 指定による

・

・製造所の

 指定による

・

・製造所の

 指定による

[3.2.3,4,6]

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　※図示　・ 設計書による [3.2.6]

　 工法

　　  仕上材料
　  　備考　　断熱材　Ｇ

[3.3.2～5]

・Ｐ０ＤＩ

・Ｍ３ＤＩ

・Ｍ４ＤＩ

・DI-1

※DI-2

（材質）
 ※JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ ﾑー断熱材

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く
 規格に適合するもの又はJIS A 9511に
 よるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ ﾑー保温材の保温板

（厚さ）・25mm　・　

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く
 規格に適合するもの

・

・製造所の

 指定による

・製造所の

 指定による

A-02

[1.6.2]

脱気装置　　・設ける　　・設けない

改修用ドレン　　・設ける　　・設けない

脱気装置の種類及び設置数量

屋内防水

　※図示　・　

　　種別 　　備考

・Ｐ１Ｅ

・Ｐ２Ｅ

・Ｅ－１

※Ｅ－２

保護層　　・設ける

　　　　　・設けない

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

　※アスファルトルーフィング類製造所の指定による　　・　

　 工法 　　     施工箇所

保護層　　・設ける　　・設けない

押え金物の材質及び形状

　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　・　

屋根排水溝　※図示　・　

防水層の種別6. 改質アスファルト

シート防水

・M3AS

・P0AS

・AS-T1

・AS-T2

・AS-T3

・AS-T4

・M4AS

・AS-J1

・AS-J3

　種別 　施工箇所 　　断熱材　Ｇ 　　備考
仕上材料

使用量
　 工法

種類

・M3ASI

・P0ASI

・ASI-T1

・ASI-J1

（材質）

・M4ASI  ※JIS A 9521による硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く

 規格に適合するもの又はJIS A 9511に

 よるA種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板

 2種1号若しくは2号で透湿係数を除く

 規格に適合するもの

 指定による

・

・製造所の・製造所の

・

 指定による

（厚さ）・25mm　・　

・AS-J2

[3.4.2～4]

脱気装置　　・設ける　　・設けない

改修用ドレン　　・設ける　　・設けない

防湿層　　・設ける　　・設けない

仕上塗料　　※カラー　　・シルバー

改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

・上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵守し、

　適切な処理を行うものとする。なお、処分場の決定に当たっては監督職員と協議をすること。

・再生資源利用計画書および実施書は、建設副産物情報交換システム（コブリス）にて作成し

　提出すること。

　　判断の基準は「環境物品の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月版）」（環境省のホームページからダウンロード

佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256番228　佐賀競馬場内

地方競馬場

　　　　　　　　　　　　施工者の責任により復旧すること。

・屋根：既存防水保護層下地処理の上ウレタンゴム系塗膜防水仕上

佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

(1)図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

N.S.

採尿所 ＲＣ造 １階 263.25

・パラペット：タイル劣化部分補修の上透明塗膜防水仕上

・軒裏：劣化部分補修の上外装薄塗り塗材E仕上

・昇降用タラップ設置

佐賀県競馬組合



　種別

施ゆう

・P0X

・L4X

・P1Y

・P2Y

※X-1

※X-2

・X-2

・X-1

※Y-2

※Y-2

・

・

・

・

脱気装置の種類及び設置数量　 　※主材料製造所の指定による　・　

9. シーリング シーリング改修工法の種類 [3.7.2、8]

　・シーリング充填工

　・シーリング再充填工法

　・拡幅シーリング再充填工法

　・ブリッジ工法

  　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

  　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない

シーリング材の種類、施工箇所

  下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

　　　　　　　　　施工箇所 　　　　　　　シーリング材の種別（記号）

シーリング材の目地寸法　※改修標準仕様書3.7.3(a)(1)～(3)による　・　

接着性試験　　※簡易接着性試験　　・引張接着性試験 [3.7.8]

[3.8.2、3]

　　　備考

たてどい

軒どい

・硬質ポリ塩化ビニル管

・配管用鋼管

・硬質ポリ塩化ビニル管(カラー)

・ステンレス鋼管

・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発砲三層　Ｇ

SUS304、厚2

・折版タイプ(ｽﾁｰﾙ芯入り)　150型

ルーフドレン

　　　　　　　　　　　種別 　　　　　　　　　　　施工箇所

・ろく屋根用（・縦型　・横型）

・バルコニー用

・バルコニー中継用

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・　

鋼管製といの防露巻き　※改修標準仕様書表3.8.5による　・　

とい受金物　※ステンレス製　　・鋼製（亜鉛めっき）

ルーフドレンの取付け 　※水はけがよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填 　

　　　　　　　　　　　 ・　

　※規制対象外　・　

10. とい

・・

・・

・・

・・

※3.5.2(c)(3)(i)①～④によるもののほか

JIS A 9521によるﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の密度

及び熱伝導率の規格に適合するもの又は

JIS A 9511によるA種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の

密度及び熱伝導率の規格に適合するもの

（厚さ）・25mm　・　

・

（厚さ）・25mm　・　

※3.5.2(c)(3)(i)①～④による。

（材質）

・SI-M2

・SI-M1

・設けない

・設ける

改修用ドレン

・設けない

・設けない

・設けない

・設ける

・設ける

・設ける

脱気装置

脱気装置

脱気装置

・SI-F1

・SI-F2

・S-M3

・S-M2

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・M4SI

・S4SI

・S3SI

・P0SI

・M4S

・S3S

（材質）

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

図
面
名

３

（

続
き）

（

続
き）

4-3

4-3

4-2３

（

続
き）

外
壁
改
修
工
事
　
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ

外
壁
改
修
工
事
　
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ

特記仕様書（建築改修）その２

外
壁
改
修
工
事
　
コ
ン
ク
リー

ト
打
ち
放
し
仕
上
げ

4-1

外
壁
改
修
工
事

４

6. （続き） 粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・　

脱気装置の種類及び設置数量

　※改質アスファルトシート製造所の指定による　・　

押え金物

　※改質アスファルトシート製造所の仕様による　・　

7. 合成高分子系

  ルーフィングシート防水

防水層の種別

　　（本/㎡） 　　（箇所/㎡）
　充填量 　注入量

　一般部 　指定部 　指定部　一般部

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

※16

・

※13

※13

※9

※9

※20

※20

※16

※16※9 ※9

※9

※12

※12 ※20

※20

※16 ※16

※16

※25 ※25

※25

※25

※50

※50

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

　― 　― 　―

　―

　―

　― 　―

　―
・注入口付アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法

　エポキシ樹脂注入タイル固定工法

・

・ ・

　―

※25
　― 　―　―

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

　位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　・行わない

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

　タイル張りの工法

　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

　シーリング材の種類

　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・ 

　  打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

3. （続き）

1. 既存タイル張りの撤去

　　撤去範囲　※下地モルタルまで　・張付けモルタルまで　・タイルのみ

　　工法の種類 　　注入量（ml/m）

　注入工法

　工法

　工法

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0以下

※200～300　　・　

・100～200　　・　

・50～100　　・　

・150～250　　・　

※130　　・　

※40　　・　

※70　　・　

※130　　・　

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

コア抜取り検査　・行う

　　　　　　　　※行わない

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

　　・シーリング材

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　・可とう性エポキシ樹脂

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

2. ひび割れ部改修工法

1. 既存モルタル塗りの撤去

　　工法の種類 　　注入量（ml/m）

0.2以上～1.0以下

0.2以上～0.3未満

0.3以上～0.5未満

0.5以上～1.0以下

※200～300　　・　

・100～200　　・　

・50～100　　・　

・150～250　　・　

・

・

2. ひび割れ部改修工法

棟上避雷導体システム　　※無　　・有

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

　　　　　　　　　・行わない

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・設計書による　　　）

[3.9.2]

　施工場所 　　表面処理

※A-1種又はB-1種

・（　　　　）

・AA15

・A1

・A2

・B

4. 浮き部改修工法

3. 欠損部改修工法

　　　　　　　工法の種類

　　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数

　　（本/㎡）

　　注入口の箇所数

　　（箇所/㎡）

　一般部 　指定部 　指定部　一般部

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　エポキシ樹脂注入工法

　ポリマーセメントスラリー注入工法

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング部分

・アンカーピンニング全面

・注入口付アンカーピンニング全面

※16

・

※13

※13

※9

※9

※20

※20

※16

※16※9 ※9

※9

※12

※12 ※20

※20

※16 ※16

※16

※25 ※25

※25

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

　― 　― 　―

　―

　―

　― 　―

　―
・注入口付アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリー注入工法 ・

・ ・

　―

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

　・　

　・　

充填工法

　※エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　）

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・　

4. 浮き部改修工法

接着剤の種類

　・ポリマーセメントモルタル

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

5. タイル部分張替え工法

6. タイル張替え工法 接着剤の種類

　・ポリマーセメントモルタル

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地

  位置　※改修標準仕様書表4.5.1による　・ 　

タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験　・行う

・セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

　　タイル張りの工法

　　　外装タイル　・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り

　　　外装ユニットタイル　・マスク張り　・モザイクタイル張り

・有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

　　シーリング材の種類

　　　打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・ 

　　　伸縮調整目地その他の目地　　　※変成シリコーン系　・　

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮目地改修工法

    伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・ 

　　色

  (mm)  有  有 無  無

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 　・ 

 　・ 

 　・ 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

見本焼き　・行う　・行わない

試験張り　・行う　・行わない

7. 目地改修工法

8. タイルの形状、寸法等

[4.5.7]

[4.5.8]

[4.5.16]

12. 保証

・　

　　・ ポリマーセメントモルタル

    ※ エポキシ樹脂モルタル

[4.2.2][4.3.7]※ 充填工法9. 欠損部改修工法

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

　　・可とう性エポキシ樹脂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　・シーリング材

　　・ 可とう性エポキシ樹脂

　　・ パテ状エポキシ樹脂

・ シール工法

・Ｕカットシール材充填工法

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

　　　　　　　　※行わない

コア抜取り検査　・行う

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

・

・

・150～250　　・　

・50～100　　・　

・100～200　　・　

※200～300　　・　

0.5以上～1.0以下

0.3以上～0.5未満

0.2以上～0.3未満

0.2以上～1.0以下

　　注入量（ml/m）　　工法の種類

・ 樹脂注入工法1. ひび割れ部改修工法

7. 外壁改修数量表

6. 既製調合モルタル

　　建築材料等品質性能表による

　　建築材料等品質性能表による

（品質・性能・試験方法）

等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤 [4.2.2]

粘調係数　０．５０～１．００

保水係数　０．３５～０．５５

　5.0N/mm2以上 　15 %以下　0.5 N/mm2以上　3 %　3 以上

　　耐久性

　（72時間）

　　吸水性　　曲げ性能

　（材齢28日）　（材齢28日）

　引張接着性

　（収縮）

　長さ変化率

　（cm/s）

　広がり速度

5. ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ

（性能）

　　建築材料等品質性能表による

[4.2.2]

[4.2.2]

[4.2.2]

[4.2.2]

　　建築材料等品質性能表による

3. エポキシ樹脂モルタル

[4.2.2]

　　建築材料等品質性能表による

2. パテ状エポキシ樹脂

1. 可とう性エポキシ樹脂

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・　

・充填工法

・モルタル塗り替え工法

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

　―

9. 欠損部改修工法

　　接着剤の種類

　　・ポリマーセメントモルタル

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

　　接着剤の種類 　

　　・ポリマーセメントモルタル

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　・JIS A 5557による一液反応硬化形変成ウレタン樹脂系

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・　

図示による

[3.5.2][表3.5.1、2]

[4.2.2][4.4.10～15]

[4.2.2][4.4.8、9]

　[4.2.2][4.5.5、6]

[4.2.2][4.5.9～15]※金属屋根工事及び防水工事については、10年間の施工保証とし、保証書は元請業者と施工業者の連名

  とすること

・金属屋根工事及び防水工事については、（　　）年間の施工保証とし、保証書は元請業者と施工業者

  の連名とすること

　[4.2.2][4.3.4～6]

主な用途による

区分施工箇所

［4.2.2]

　[4.2.2][4.4.5～7]

無ゆう

・P0S

・S4S ・S-F2

・S-M2

・S-M3

・S-F1

・S-M1

　　断熱材　Ｇ

脱気装置

改修用ドレン

・設ける

・設ける

・設けない

仕上塗料
施工箇所

種類 使用量
　　備考

・・

・・

モルタル塗厚　・　・S-C1

ルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による　・　

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・　

固定金具の材質及び寸法形状

　※防錆処理した鋼板、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板及びそれらの鋼板の片面又は両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm以上のもの

　・

脱気装置の種類及び設置数量 　※ルーフィングシート製造所の指定による　・　

既存防水下地がPCコンクリート部材及びALCパネル下地で種別S-C1の場合の処理 　

　目地処理　・行う（工法　　　　　　　　　　　　　） 　

　　　　　　・行わない

　入隅部の増張り　・行う（S-F1,SI-F1の場合)

　　　　　　　　　・行わない

保護層の施工

　平場のモルタル塗り

　　・床塗り工法（※6.15.6(b)(2)及び(3)に準じる　　・　　　　　　　　　　　）

　　・タイル張り下地等のモルタル塗り（※6.15.6(c)(ⅰ)に準じる　　・　　　　　　　　　）

　平場の保護コンクリートの厚さ　　・図示　　　・　　mm

　立上り部の保護モルタル塗厚　　　※7mm以下　　・　

8. 塗膜防水 ゴムアスファルト系　塗膜防水　（新設設備基礎） [3.6.2]

　工法 　 種別  施工箇所

改修用ドレン　 ・設ける　・設けない

脱気装置 　・設ける　・設けない

脱気装置 　・設ける　・設けない

保護層 　・設ける　※設けない

保護層 　・設ける　※設けない

　　　　備考
種類 使用量

・ ・

・ ・

 仕上塗料(X-2のみ)

最少呼称肉厚

※1.6

※1.8

※2.0

※2.0

※2.0

※300

※350

・（　　）

・（　　）

※240,250

　製品幅　　　種類

ｼｰﾙ
形式

形式
ｵｰﾌﾟﾝ

11. アルミニウム製笠木

・板材折曲げ形

・板材折曲げ形

・押出し350形

・押出し300形

・押出し250形

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

（品質・性能・試験方法）JIS　A　6024

4. ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

(劣化曲げ強さ)

・　

・　

・　

・　

・手動式エポキシ樹脂注入

※自動式低圧エポキシ樹脂

　注入工法

　工法

・機械式エポキシ樹脂注入

　工法

・行う（・ 全面　※ 図示の範囲）

・ 樹脂注入工法

・　

・　

・　

・　

※自動式低圧エポキシ樹脂

　注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入

　工法

・機械式エポキシ樹脂注入

　工法

コア抜取り検査　・行う

エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　

　　　　　　　　※行わない

　抜取り部の補修方法　※図示　・　

・Ｕカットシール材充填工法

　　・シーリング材

　　　　充填材料　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・

　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　※行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・行わない

　　・可とう性エポキシ樹脂

・ シール工法

　　・ パテ状エポキシ樹脂

　　・ 可とう性エポキシ樹脂

※ 充填工法

    ※ エポキシ樹脂モルタル

　　・ ポリマーセメントモルタル

・モルタル塗替え工法

　既製目地材　・使用する（形状　　　　　　） 　

　仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置　※図示　・　

※25

※50

※25

※50

・
　―

アンカーピン

注入口付アンカーピン

・ 樹脂注入工法

・外壁タイル張り全面　　・図示の範囲

・Ｕカットシール材充填工法（既存タイル張り撤去面）

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験　・行う

※25

・
　―

アンカーピン

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

　・　

注入口付アンカーピン

　※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm

　・　

耐滑り性

　 ・ 

　 ・ 

　 ・ 

　 ・ 

形状寸法吸水率による区分うわぐすり　 役物

標準 特注

再生材の

適用 Ｇ

 耐凍害性

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類

 工法

　　　　　　　材質 　 径 　　 施工箇所　 種別

 被膜・複合被膜

 5.0N/mm2以上

　ひび割れ幅（㎜） 　   　注入口間隔（㎜）

　ひび割れ幅（㎜） 　    　注入口間隔（㎜）

 充填量

（ml/箇所）

 注入量

※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂

・手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

・機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入

　ひび割れ幅（㎜） 　　　　　注入口間隔（㎜）

[4.2.2][4.5.7、8]

　　　　　工法の種類

　 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの本数 　 注入口の箇所数

（ml/箇所）（ml/箇所）

外部：外壁伸縮目地 MS-2

A-03

１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

採尿所屋上防水改修工事

外部：サッシ廻り

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

75φ

N.S.

佐賀県競馬組合



工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

図
面
名

特記仕様書（建築改修）その３

外
壁
改
修
工
事
　
塗
り
仕
上
げ

4-4 工程ごとの所要量の確認　※改修標準仕様書表4.6.1による　・ 

　　　工法

※既存仕上面全体　・（　　　　）

※既存仕上面全体　・（　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　）

・30～100Mpa程度

・100～250Mpa程度

・10～30Mpa程度

　―

　―

種別　・Ａ種　・Ｂ種

[4.6.3]

 下地処理(方法)

・行う(      )

・行う(      )

・行う(      )

・行う(      )※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

・塗膜はく離剤工法

・高圧水洗工法

・サンダー工法

・水洗い工法

※既存仕上面全体 ・30％ ・50％

※ 下地調整塗材

・ ポリマーセメントモルタル

・ 防水形仕上げ塗材主材

2. 既存塗膜等の除去、

1. 所要量の確認

　下地処理及び下地調整

3. 仕上げ塗材仕上げ 建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 [4.6.5]

　※規制対象外　・　

新規仕上塗材の種類

　仕上塗材

・ 外装薄塗材Ｓｉ

・ 可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・ 外装薄塗材Ｅ

・ 可とう形外装薄塗材Ｅ

・ 防水形外装薄塗材Ｅ

・ 外装薄塗材Ｓ

・ 外装厚塗材Ｃ

・ 外装厚塗材Ｓｉ

・ 外装厚塗材Ｅ

・ 複層塗材ＣＥ

・ 可とう形複層塗材ＣＥ

・ 複層塗材Ｓｉ

・ 複層塗材Ｅ

・ 複層塗材ＲＥ

・ 防水形複層塗材ＣＥ

・ 防水形複層塗材Ｅ

・ 防水形複層塗材ＲＥ

・ 防水形複層塗材ＲＳ

・ 可とう系改修塗材Ｅ

・ 可とう系改修塗材ＲＥ

・ 可とう系改修塗材ＣＥ

・薄付け仕上塗材

　　　仕上げの形状及び工法

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

　　・　

・ 砂壁状

・ ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・ さざ波状

・ 平たん状

・ 凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・ 着色骨材砂壁状（・吹付け・こて塗り）

・ 砂壁状じゅらく

・ 京壁状じゅらく

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし

上塗材　　・適用する　・適用しない

・ ゆず肌状　・ 凸部処理　・ 凹凸模様

上塗材

　耐候性　※ 耐候形３種　・　

　溶媒　※ 水系　・ 溶剤系

　樹脂　※ アクリル系　・　

　外観　※ つやあり　・ つやなし

　　　　・ メタリック

増塗材　

　・適用する　・適用しない

・ 平たん状

・ さざ波状

・ ゆず肌状

4. マスチック塗材塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・　

[4.7.2]

　　　　　　処理範囲 　　　　　加圧力

［4.6.2]［表4.6.1]

　　 種類 防火材料　　　　 呼び名

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

・可とう系改修用

A-04
２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

採尿所屋上防水改修工事１回　　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

※5．建具改修工事
　6．内装改修工事

　本工事対象外のため省略。

N.S.

  9. 環境配慮改修工事

  7. 塗装改修工事
  8. 耐震改修工事

佐賀県競馬組合



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合

厩舎

厩舎

厩舎

走路

走路ゴールライン

スタンド

駐車場

駐車場

駐車場

厩舎

34

下見所

装鞍所

付近見取図・全体配置図

S=1/4000

A-05

付近見取図 全体配置図　S=1/4000

南側
駐車場総合事務所

今回工事対象建物



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合

採尿所

植栽

植栽

調教師・厩務員控室

公用車車庫

車庫

馬洗場

既存ネットフェンスH1800

既存ネットフェンスH1800

枠馬

物置

H3000程度

H3000程度

仮設足場

※西・北・東面は仮設足場設置
南面は高所作業車使用とする

配置図・仮設計画図

1:200

A-06

工事用通路

工事用通路

※採尿所区画内への車輌駐車は原則不可とする

　駐車場・資材置場等については施設管理者と

　協議の上指定の場所を使用すること



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合

42,500

9
,
0
0
0

R階平面図

伸縮目地：撤去

40,500

6
,
5
0
0

1階平面図

L形ｱｰﾑ3*30*327mm：一時撤去

PF22 (EM-EEF1.6 3C)：一時撤去

１階平面図・Ｒ階平面図

1:120

枠馬

1
,
0
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馬房1馬房2馬房3馬房4馬房5

倉庫 厩務員詰所 Ｗ･Ｃ

空調
機械室

従事員室

薬品室

暗室

検査室

通路
廊下+150

+250

35,000
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,
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0

1
,
0
0
0

1
,
8
0
0

5
,
1
5
0

1
,
3
5
0

6
,
5
0
0

伸縮目地：撤去

35,000

6
,
5
0
0

5,500

50角タイル貼り

見切目地コーキング：撤去

モルタル金コテ

A-07

面積表 6.5m　×　40.5m　=　263.25㎡



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合

41,880

8
,
3
8
0

改修後R階平面図

L形ｱｰﾑ3*30*327mm：取外し・再取付

PF22 (EM-EEF1.6 3C)：取外し・再取付

改修後Ｒ階平面図、断面図

1:120
1:20

ウレタンゴム系塗膜防水

42,500

9
,
0
0
0

35,000

6
,
5
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
0
0

1,0001,000 5,500

ウレタンゴム系塗膜防水
タイル用透明塗膜防水

コーキング充填

A-08

S=1:120
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0

10050

14515200

1
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0

3
1
0

50角タイル貼り

防水モルタル 防水モルタル 50角タイル貼り

外装薄塗材E外装薄塗材E

1
5
0

6
5
0

10050

145 15 200

1
4
0

4
0
0

1
5
0

6
5
0

10050

14515200

1
4
0

3
1
0

50角タイル貼り
劣化部補修の上
タイル用
透明塗膜防水

ウレタンゴム系
塗膜防水

50角タイル貼り
劣化部補修の上
タイル用
透明塗膜防水

劣化部補修の上
外装薄塗材E

シーリング打ち替え

劣化部補修の上
外装薄塗材E

ウレタンゴム系
塗膜防水

シーリング打ち替えシーリング シーリング

水切りテープ水切りテープ

パラペット断面図（改修前）　S=1:20 パラペット断面図（改修前後）　S=1:20



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合
1階外部天井伏図

1:120

42,200
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,
7
0
0

1階外部天井伏図(改修前)
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軒裏コンクリート打放し外装薄塗材E パラペット水切50角タイル貼り

42,200

8
,
7
0
0

1階外部天井伏図(改修後)
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1
,
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5,255 290

軒裏コンクリート打放し外装薄塗材E
劣化部補修の上外装薄塗材Ｅ仕上

パラペット水切50角タイル貼り
タイル用透明塗膜防水

立上り面改修対象とする

立上り面改修対象とする

タラップ設置

塗膜剥離部
爆裂露筋部

爆裂欠損部

ひび割れ部

凡　例

A-09

脆弱部撤去の上ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾍﾟｰｽﾄ塗
防錆処理の上ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法

ｼｰﾙ工法（可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂）

劣化部補修工法



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合

南立面図

西立面図 枠馬西面展開図 枠馬東面展開図 東立面図

北立面図

3
,
5
0
0

8
0
0

4
,
3
0
0

1,000 1,000

1,0001,500 6,500

40,500

立面図

1:120
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6,500

Ｃ

Ｃ

Ｄ
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,
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0

3
,
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0
0

8
0
0

4
,
3
0
0

1,0001,000 40,500

外部仕上表

陸屋根

パラペット(屋根側)

パラペット(外部側)

コンクリート金コテ＋ゴム系シート防水t1.5mm＋保護モルタル押えt30＋樹脂塗料1mm

立上り:陸屋根に同じ 天端:モルタル金コテ磨き

壁面及び天端:モルタル下地50角モザイクタイル貼り

軒天井 コンクリート打放し不陸直し＋アクリル系リシン吹付

パラペット目地 天端見切り、タイル面伸縮目地:コーキング10×15

外壁 モルタル刷毛引き＋吹付タイル

外部開口部 扉:スチールＯＰ、カラーアルミ窓、換気ガラリ:カラーアルミ（乙種防火戸網入り6.8mmガラス）

外部開口部水切り モルタル金コテ

部　位 改修前仕上 改修後仕上

ケレン、高圧水洗浄、下地調整、ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ１工法）

備　考

ケレン、高圧水洗浄、下地調整、ウレタンゴム系塗膜防水（Ｘ２工法）

高圧水洗浄、劣化部補修の上タイル用透明塗膜防水

塗膜剥離露筋等劣化部補修の上外装薄塗材Ｅ仕上げ

コーキング打ち替え　MS-2　10×15

既存のまま（一部欠損部補修）

既存のまま

既存のまま

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｅ

Ｆ

Ｅ

Ａ
Ｂ Ｂ

Ｅ

アルミ製タラップ新設

タラップ受け
□-75×75×2.3
溶融亜鉛鍍金

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損あり

A-10

脆弱部撤去の上ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填



１回　　　　年　　　月　　　日

２回　　　　年　　　月　　　日

３回　　　　年　　　月　　　日

工
事
名

図
番
号

縮
　
　
尺

設計　　　年　　　月　　　日

設計変更年月日

図
面
名

有 限 会 社 Ｅ Ｎ 建 築 事 務 所
佐賀県知事　第ほ-750事務所登録

採尿所屋上防水改修工事

佐賀県競馬組合
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200 225 200 37.5

137.5 425 137.5

9
0

4
1
0

700

520 90

6
0

2
0
0

2
4
0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰD10×4

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰD10×4

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

700×500×150

700

1
5
0

犬走り
土間天
▽

柱脚及び基礎平面図

柱脚ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ
PL6-90×200

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM12×2

基礎ｱﾝｶｰ配置図

柱脚及び基礎正面図

柱頭部見上図

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切り部底面

柱頭ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ
PL6-90×200
溶融亜鉛鍍金

（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ） （ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ）

タラップ受け正面図 タラップ受け側面図

アルミタラップ

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM12

□-75×75×3.2
溶融亜鉛鍍金

1
5
0

3
,
3
5
0
（
実
測
値
に
よ
る
）

3
,
5
0
0
(
実
測
値
に
よ
る
）

425 100100

タラップ受け

溶融亜鉛鍍金

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM12×2

1:20

A-11

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰM12

タラップ参考図（杉田エース　アルミASタラップ　ASB1＋ASA-4同等品）

ASB1

ASA-4

タラップ受け
N.S.


